
令和７年４月３日 

日本学術振興会  

人材育成企画課  

 

 

「海外特別研究員 遵守事項及び諸手続の手引」 

主な変更点 

 

滞在費・研究活動費を増額し、派遣先の属する地域の区分を変更 

○手引 14 ページ「Ⅲ．支給経費 2．滞在費・研究活動費 （1）支給額」及び 17-18 ページ「別表」 

・1 日当たりの滞在費・研究活動費の算出元となる、研究を行う受入研究機関所在地に基づく地

域区分について、「指定都市」を「A 地域」に、「甲地方」を「B 地域」に、「乙地方」を「C 地域」に、

「丙地方」を「D 地域」に名称変更しました。 

・乙地方に含まれていた「オーストラリア連邦」を「B 地域」に、「丙地方」に含まれていた「中華人民

共和国」を「C 地域」に区分変更しました。 

・1 日当たりの支給額について、A 地域を「22,000 円」に、B 地域を「18,800 円」に、C 地域を

「15,700 円」に、D 地域を「14,300 円」に増額しました。 

 

表：1 日当たりの滞在費・研究活動費 

令和 7 年 3 月 31 日まで  令和 7 年 4 月 1 日から 

区分 滞在費・研究活動費  区分 滞在費・研究活動費 

指定都市 20,600 円 ⇒ A 地域 22,000 円 

甲地方 17,200 円 ⇒ 

B 地域 

（オーストラリアは

B 地域） 

18,800 円 

乙地方 13,800 円 ⇒ 
C 地域 

（中国は C 地域） 
15,700 円 

丙地方 12,400 円 ⇒ D 地域 14,300 円 

 


